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 【開会＝午前９時５７分】 

 

ただいまから民生文教委員会を開催をいたします。傍聴の

申し出はないようなので進めます。 

本委員会に付託されました議案については、お手元に配布

したとおりでございます。その前に委員長からお願いがござ

います。委員及び執行部におかれましては、簡潔明瞭な質疑、

答弁をお願い申し上げます。また、執行部におかれましては、

発言をする前に挙手、職名を発言の上、委員長の許可を得て

から行うようにお願いをいたします。 

最初に「議第８１号 羽島市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論のある方、お願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８１号は原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８１号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議第８２号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議案書４５ページ、議第８２号 羽島市老人福祉センター

条例を廃止する条例について質問させていただきます。本会

議での質疑で、老人福祉センターの利用者は老人人口が増加

しているが、一方、利用者は減少しているという説明があり

ました。老人人口に対する利用者の割合の経年変化はどのよ

うでしょうか。これが１点目です。 

さらに、直近数年間の１日あたりの概ねの利用者数はどの
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程度でしょうか。これが２点目です。 

３点目、利用者数は延べ人数と思われるが、実際の利用者

は近くの方に固定されているという話も時々聞こえてきま

す。年間の実際の利用者は延べ人数に対して、実人数は概ね

どのような状況でしょう。 

もう一点お願いします。同じように本会議の質疑で、耐震

性能は特に問題ない、つまり大きな地震が来ても構造体とし

ては維持できるというそのような説明があって、その後、し

かし設備等の老朽化は激しいため、長寿命化等の工事が必要

であるという説明がありました。つまり、外壁や防水、窓、

ドア、床、天井などの造作物や電気、ガス、水道などの配管、

さらにはトイレ、流し台、照明器具など設備関係の全面的な

修繕や交換が必要というように想像ができます。電気、ガス、

水道は従来の屋内配管を屋外配管に切り替えたり、防水工事

を全面的にやり直したり、窓枠やドアを交換するなどのいわ

ゆる大規模改修、大規模修繕が必要になりそうなようです。

あと２０年程度使用すると仮定すると、ざっとどのくらいの

経費が必要と見込まれるのでしょうか。これらについてご説

明をお願いします。 

 

お答えします。高齢者人口に対する延べ利用者数の割合に

つきましては、平成３０年度が１５９．２４％、令和元年度

が１３８．９２％、令和２年度が１４．５１％、令和３年度

が１４．２９％、令和４年度が２４．５２％です。１日あた

りの利用者数は、平成３０年度が９９人、令和元年度が９４

人、令和２年度が１１人、令和３年度が１１人、令和４年度

が１５人です。年間の実際の利用者数は延べ人数に対しての

実人数の状況につきましては、老人福祉センター利用者を全

て把握しているわけではございませんので、利用者の把握が

できている教養教室、サークル活動利用者、撞球室利用者の

合計の実人数との延べ人数でお答えさせていただきます。平

成３０年度実人数が４５０人、延べ人数が８６９５人。令和

元年度、実人数が３９５人、延べ人数が８９４０人。令和２

年度、令和３年度はコロナ感染症により教養教室サークル活

動が休止状態であったため、把握しておりません。令和４年

度、実人数が１８７人、延べ人数が３７６６人です。また、

教養教室、サークル活動利用者、撞球室利用者の延べ人数を

入浴者数を除く全体の延べ利用者数で除したものは、平成３

０年度が４９．１７％、令和元年度が５６．７４％、令和４

年度が８１．８０％です。 

続きまして、あと２０年利用すると仮定する場合の経費に



3 

 

 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

つきましてお答えさせていただきます。平成３０年度に実施

した調査におきまして、２０４４年度まで施設を利用する場

合の長寿命化等に要する費用として、２億２０５４万３００

０円との試算結果が出ております。また、毎年の人件費を含

めた運営費は１０００万円以上必要になると推測されてお

ります。以上でございます。 

 

ほかに質疑ございますか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８２号は原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８２号は原案どおり可決すること

に決しました。 

次に、議第８３号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言をお願いいたしま

す。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

採決を行います。 

議第８３号は原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

 

（異議なし） 
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ご異議なしと認め、議第８３号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議第８４号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

私からは議案書５４ページになります。議第８４号 羽島

市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例に

ついてお伺いいたします。空家等対策の推進に関する特別措

置法の一部を改正する法律の公布に伴い改正するものとご

ざいますが、今回の法律の具体的な改正内容について教えて

ください。 

 

法改正の主な変更点としては４点です。１つ目は所有者の

責務強化についてです。現行の適切な管理の努力義務に加

え、国、自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。 

２つ目は空家等の活用拡大についてです。空家等の管理や

活用に取り組むＮＰＯ法人等を空家等管理活用支援法人と

して指定する制度や、特定の区域内において規制の合理化等

により建て替え等を促進する空家等活用促進区域制度など

が追加されました。 

３つ目は空家等の管理の確保についてです。放置すると保

安上危険となる恐れのある特定空家等になる前段階に相当

するものを管理不全空家等とし、特定空家化を未然に防ぐた

めの項目が追加されました。 

４つ目は特定空家等の除却等についてです。特定空家等に

対する命令等の手続きをとる時間がないときの緊急代執行

制度や市町村長に財産管理人の選任請求権を付与する項目

などが追加されました。以上です。 

 

ほかに質疑ございますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第８４号は原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第８４号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議第９１号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言願います。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第９１号は原案どおり可決することに

ご異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第９１号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、第９２号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

議第９２号につきまして、特別減収対策企業債を活用して

資金調達を行うということでありますけれども、この制度の

あらましについてお聞かせください。 

 

お答えいたします。特別減収対策企業債は新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のための取り組みに伴う利用者

の減少等により、公営企業において大幅な収入減が発生して

いることから、交通、病院など住民生活に不可欠な公営企業

の資金繰りを円滑にするため、令和２年度に資金手当措置と

して総務省が創設した制度でございます。以降、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、公営企業の減収が発生する恐

れがあることから、今年度も引き続き特別減収対策企業債の

制度が継続されているものでございます。主な措置内容とし

ましては、特定の建設工事や物品等が対象ではなく、新型コ

ロナウイルス感染症により資金不足額が発生または拡大す

る公営企業は、当該不足額について資金手当に係る企業債が
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発行できるもので、償還年限は原則１５年以内とされてお

り、この起債に伴う利子につきましては一般会計からその２

分の１を繰り出すことにより、特別交付税措置が講じられる

こととされております。当院としましては、令和５年５月８

日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが

変更されて以降、国からの病床確保に関する補助金などの支

援が大幅に縮小されていることに加え、岐阜県が策定した９

月までの移行計画に基づき、引き続き専用病床を確保したこ

となどにより、感染拡大前と比較して収益が大きく影響を受

けていることから、国が創設した当該制度の趣旨を鑑み、安

定的な病院事業の運営を継続するための対応として特別減

収対策企業債の補正をお願いするものでございます。以上で

ございます。 

 

過去５年間の一般会計からの繰入金と国、県からの交付金

はどのようであったか、それと、コロナ繰入金を引いた決算

状況を教えてください。２番目、本議案の３億円の使途を明

確に教えてください。 

 

お答えいたします。一般会計からの繰入金につきまして

は、収益に係る繰入金に資本に係る繰入金を加えた過去５年

間の数値でお答えいたします。平成３０年度８億２８９０万

円、令和元年度７億４６０１万円、令和２年度７億１８８５

万４３６１円、令和３年度７億６９４４万１０００円、令和

４年度７億５０７９万９０００円でございます。 

次に、新型コロナウイルス感染症に関連する繰入金を除い

た一般会計からの繰入金につきましては、平成３０年度８億

２８９０万円、令和元年度７億４６０１万円、令和２年度６

億９６０１万円、令和３年度は寄附金５００万円を財源とし

た分を含め、７億１０１万円、令和４年度６億９６０１万円

でございます。次に、過去５年間の国、県からの交付金、補

助金等につきましては、平成３０年度８１４万９０００円、

令和元年度１２３６万５０００円、令和２年度１０億３３０

万円、令和３年度８億７８７３万７０００円、令和４年度８

億２３０１万円でございます。 

次に、３億円の使途でございますが、今回補正をお願いし

ております特別減収対策企業債につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組み伴う利用

者の減少などにより、大幅な収入減が発生している公営企業

の資金繰りを円滑にするための制度であり、特定の工事や医

療機器などの物品を対象とせず、病院運営の必要な経費に充
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てさせていただくものでございます。以上でございます。 

 

国からの補助金等が令和４年度は８億あったということ

でございますが、この３億円の増額をするだけで、今回はク

リアできるのか教えてください。 

 

お答えいたします。一般会計からの繰入金につきまして

は、令和５年度におきましても高騰するエネルギー価格への

支援として、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を

活用する予定で、本年６月の議会で一般会計からの繰入金の

補正予算をお認めいただいたところでございます。当年度の

病院事業の運営につきましては、今回の補正予算をお認めい

ただくことにより、企業債を財源とした資金によりまして、

安定的な医療提供体制を継続することができる見込みでご

ざいます。以上でございます。 

 

このままいくとですね、来年度の経営状況もあまりよくな

いんじゃないかと懸念されますが、経営改善計画は立ててい

るのかお聞きいたします。 

 

お答えいたします。令和４年３月に総務省から持続可能な

地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイ

ドラインが示され、経営強化プランの策定が要請されまし

た。この経営強化プランの策定時期は令和５年度まで、計画

期間は９年度までとされています。プランの主な内容は、役

割、機能の最適化と連携強化、医師、看護師の確保と働き方

改革、経営形態、施設設備の最適化、経営の効率化とともに

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新興

感染症に対する平時からの取り組み等とされています。当院

におきましては令和５年度中での策定を予定いたしており

ます。以上でございます。 

 

最初の１回目の３億円の使途と、先ほどの藤川委員への答

弁と被るかもしれませんが、確認ですが、２分の１の交付金

があるという、この３億円のうちの、その内訳をちょっと教

えてください。 

 

お答えいたします。この起債に伴います利子につきまして

は、一般会計からその２分の１を繰り出すことによりまし

て、それに対して特別交付税措置が講じられるということで

ございます。以上でございます。 



8 

 

粟津委員 

 

病院総務課長 

 

川柳委員長 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

高齢福祉課長 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

利子だけということすか。 

 

そうです。 

 

そのほか、質疑ございますか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言をお願い

いたします。 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第９２号は原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第９２号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

次に、議第９５号を議題といたします。 

質疑を行います。質疑のある方はご発言願います。 

 

追加の議案書ですが、２２ページ、８款１項１目事務費繰

入金の内訳についてお尋ねいたします。 

 

お答えします。事務費繰入金につきましては、介護保険制

度の改正に伴うシステム改修委託料の市負担分でございま

す。以上でございます。 

 

その他質疑ございますか。 

 

（発言なし） 

 

質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論のある方はご発言をお願い

いたします。 
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川柳委員長 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川柳委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南谷清司副委

員長 

 

 

 

 

（発言なし） 

 

討論を終わります。 

採決を行います。議第９５号は原案のとおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議なしと認め、議第９５号は原案のとおり可決するこ

とに決しました。 

以上で本委員会に付託されました議案の審査は全て終了

いたしました。これをもちまして、民生文教委員会を終了い

たします。なお、委員長報告についてはご一任をお願いいた

します。 

【委員会終了＝午前１０時２０分】 

 

【協議会開始＝１０時２３分】 

 

それでは続いて、民生文教委員会協議会を開催いたしま

す。当委員会として調査及び行政視察を行いました結果につ

いて、議長に報告することになっております。各委員会から

提出のありました、振り返りのシートによって取りまとめた

視察報告書に関して、ご意見などを伺ってまいります。よろ

しくお願いいたします。 

今まで皆さんにはご迷惑かけました。ちょうど２日前の土

曜日に入院して１カ月を迎えましたけど、１カ月経ったの

で、一度入院をそろそろ解除してほしいというようなことを

病院に申し上げましたけど、リハビリテーション科からは時

期尚早という言葉をいただきまして、今日も終わり次第病院

へ戻るということで、皆さんにしばらくまたご迷惑かけます

ことをお詫び申し上げます。この留守中、いろいろご迷惑か

けました南谷副委員長、本当にありがとうございました。こ

の協議会についてもバトンタッチさせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

 

それではよろしくお願います。今までの流れ、経緯から、

私のほうで取りまとめをさせていただきたいと思います。民

生文教委員会行政視察報告書でございます。前回、案を配布

させていただいて、先週の金曜日までに意見があったらくだ

さいということでお願いしておりまして、その金曜日が終わ

りまして、あと、文章が長すぎるということで、大体１視察
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藤川委員 

 

 

 

南谷清司副委

員長 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

南谷清司副委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマで２ページから３ページ程度というようなお話でし

たので、全体で９ページに収めております。その分あちこち

カットさせてもらっておりますが、基本的に視察内容で先方

はここまでは多分載せて欲しくないだろうなと思われるよ

うなところを削ったとか、質疑応答についても重複している

ような質疑とか、視察項目に直接関係ないと思われるような

ことを削除させていただきました。 

それで、特段の意見があればここでお伺いさせていただき

ますけれど、特段の意見がなければ私に一任していただい

て、最終調整をさせていただきながら議会の最終日に報告を

させていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

議員間討議のときに申し上げておりました、運転手と運転

士という言葉とか、内容については何も言うことないですけ

ど、 

 

承知しました。またご指摘、ほかの委員も同じですけれど、

ご指摘いただければ私のほうで文言の調整、また最終的な確

認も私のほうでさせていただいて、２０日が議会事務局への

提出締め切りになっておりますので、そこを目途に議会事務

局へ提出させていただきたいと思います。一任ということで

よろしくお願いします。 

 

３ページ目のところですけど、将来を見据えたデマンドタ

クシーを取り入れと書いてあるんですけど、今デマンドタク

シーあるような気がしたんですけど、どういう意味なのかと

いうのだけ伺いたいです。 

 

今あるデマンドタクシーは民間が実証実験しているもの

ですので、恒常的にこれからも続くかどうか全く不安定とい

うことで、検討という表現になっています。 

それでは、最後のページに羽島市への政策提言というのを

コンパクトにまとめなければいけないということで、前回、

過去の例を見せていただきながら、私のほうでまとめさせて

いただきました。ダラダラと長い文章になっておりますけ

ど、ちょっと読ませていただきますと、市民が健康で文化的

な生活を営むためには、移動の自由を確保することは重要な

ことである。これが大前提です。特に高齢化の一層の進展が

見込まれる将来に向けて、高齢者が自ら自家用車を運転する

ことなく、必要なときに必要な場所へスムーズに移動でき

る、それぞれの地域の特性を踏まえた公共交通手段の整備に
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南谷清司副委

員長 

 

 

川柳委員長 

 

 

ついて早急に検討する必要がある。こんな形で政策提言とし

てまとめさせていただきました。ですから、今のコミュニテ

ィバスに対して、必要なときに必要な場所へスムーズに移動

できると、そういう仕組みを考えてほしいというところがポ

イントになってきます。そして、羽島市内いろいろな状況が

ありますので、それぞれの地域の特性を踏まえたあり方と、

この辺が周南市を見てきて考えてきたところだよというよ

うな形の文章にしております。ちょっとご意見をいただい

て、最終的に私のほうでちょっと調整をしますけれど、あま

り細かい提言ではこういうところだとまずいだろうという

ことで、理念的な提言の形で収めさせてもらっております

が、何かありますでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

特にないようですので、またありましたら私へご連絡いた

だきまして、これも最終的に私に一任という形でよろしくお

願いをします。以上で協議は終了です。 

 

協議会お疲れさまでした。以上で民生文教委員会の協議会

を終了いたします。本日は本当にご苦労様でございました。 

 

【協議会終了＝午前１０時３０分】 

 
 


